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　ビデオに合わせてゆっくりと体を動かす「いき
いき百歳体操」を定期的に行っています。興味の
ある方はぜひご参加ください。参加の事前申込は
不要です。
◆期　日／�１2月7日(木）、１2日(火）、2１日(木）、
　　　　　26日(火）
◆時　間／午前１０時～１時間程度
◆場　所／虹のプラザ２階「中会議室」
■保健福祉課　福祉グループ　介護保険担当
　☎３５－２１１１（内線１３２）

保健福祉課から

い き い き 百 歳 体 操 の ご 案 内
目指せ！元気な百歳！

　令和９年度開校予定の統合小学校校舎基本設
計における住民説明会を下記のとおり開催しま
す。説明会にはどなたでも参加できます。事前
申込は不要ですので、当日会場へ直接お越しく
ださい。
◆日　時／１2月22日(金）午後６時～
◆場　所／虹のプラザ２階「中会議室」
◆内　容／◎新校舎に係る基本設計の説明
◆備　考／�質疑応答を含め１時間程度を予定し

ています。
■教育文化課　学校教育グループ
　☎３５－２１１１（内線２５２）

統合小学校基本設計住民説明会
のお知らせ

　風向き等によって演習の騒音が聞こえる場合
がありますのでお知らせします。
◆訓練実施日／１日、４日～８日、１１日～１５日、
　　　　　　　１８日～22日
■陸上自衛隊第２０普通科連隊神町駐屯地
　☎４８－１１５１

１２月大高根演習場の使用予定のお知らせ

◆１２月の一般公開日／１2月２日(土）、９日(土）、
　　　　　　　　　　１6日(土）、2３日(土）
◆内　容／
　ア）映画…上映時間　午前１０時～(約2５分間）
　　　「冬のお話・クリスマス特集」
　イ）プラネタリウム

…投影時間　午前１０時４０分～(約４０分）
　「季節の星座」今夜見える星空を解説します。
◆入場料／無料
◆その他／予約優先です。
　　　　　当センターHPか
　　　　　電話でご予約くだ
　　　　　さい。
■北村山視聴覚教育センター
　☎0２３7－５３－069５

北村山視聴覚教育センター
１２月の一般公開日のお知らせ

教育文化課から

無 料 の ス マ ホ 教 室 を 開 催 し ま す
　スマートフォンをこれから買ってみたいという
方、買ったけど使い方がわからない・操作方法を
気軽に聞ける人が周りにいないとお困りの方はい
ませんか。初心者向けのスマホ教室を開催します
ので、お気軽にご参加ください。
◆日　時／１2月６日(水）、１４日(木）
　　　　　午前の部：午前１０時３０分～
　　　　　午後の部：午後１時３０分～
◆場　所／虹のプラザ「会議室」
◆対　象／町内在住者
◆参加料／無料
◆定　員／１５人程度
◆申　込／１2月４日(月）まで、下記にお申し込み
　　　　　ください。
※�スマートフォンをお持ちでない方には、教室用
のものをご用意します。申込みの際にお申し出
ください。

■教育文化課　生涯学習グループ（虹のプラザ内）
　☎３５－２１１１（内線6１１）

電話相談会を開催します

◆相談ダイヤル／☎0２２－３4１－２0１0
■消費者市民ネットとうほく　☎0２２－7２7－9１２３

　ひとりで悩まず、まずはご相談ください。(匿
名相談可能）ネット通販、保険金申請サポート、
スポーツジム・エステ・通信契約などをキャン
セルしたい、解約料が高額、契約内容が違う
etc...
◆開催日時／１2月１日(金）午後１時～午後４時



社会的バリアを取り除くための申し出

障がい者差別解消法
（�障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律）
　主に次の２つを定めています。
①障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止
②合理的配慮の提供
　�これまで、合理的配慮の義務付けは国や自治体のみでしたが、
令和６年４月１日からは事業者にも義務付けられます。
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一人ひとりがいきいきと暮らせるために

合理的配慮の提供とは？
　障がいのある人から、社会の中にあるバリア（障壁）を取り
除くために何らかの対応を必要としていると意思表示があった
ときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

～だと助かります。 ～ができなくて
困っています。

建設的対話
障がいのある人と事業者などが話し合って、ともに対応策を検討
例えば…　●飲食店で車いすのまま着席したい。
　　　　　⇒机に備えつけていたイスを片づけて、車いすのまま
　　　　　　着席できるスペースを確保した。
　　　　　●授業など、文字の読み書きに時間がかかるため、
　　　　　　最後まで書き写すことができない。
　　　　　⇒カメラ・スマートフォンなどでホワイトボードを
　　　　　　撮影できることとした。

合理的配慮の提供

もっと知りたい方は…

障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

内閣府公式サイト

　「障害者差別解消法」により定められている事項につ
いて理解していただくためのサイトです。事例動画など
でわかりやすく説明しています。

障がい者の差別解消に関する事例データベース
　「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」など
について、行政機関や事業者などの相談窓口に寄せられ
た具体例を障がい種別に応じて検索できます。内閣府公式サイト

　国税庁では、確定申告のための決算の方法・
注意点等を説明する動画「決算のしかた(青色
申告編・白色申告編・農業所得編）」をYouTube
国税庁動画チャンネルに掲載して
いますので、ぜひご覧ください。
■村山税務署　個人課税部門
　☎0２３7－５３－３7２５

県営住宅の入居者を募集します
◆募集住宅／県営大石田アパート
◆申込資格／所得が公営住宅法の規定に該当する方(県外在住の方も申込可能）
◆住宅住所／大石田町大字大石田甲62３-１５７(庚申町）
◆住宅構造／中層耐火構造(４階建）
◆公募戸数／１戸(４階）一般用・倍率優遇あり、単身可
◆申込期間／１2月１日(金）～7日(木）午前９時～午後４時３０分(※土日祝日休館）
　※郵送の場合は１2月7日(木）までの消印のあるものを有効とします。
　※申し込み、問い合わせは下記までお願いします。
◆必要書類／県営住宅抽選申込書、6３円切手２枚
■山形県すまい情報センター（山形市城南町　霞城セントラル２２階）
　☎0２３－6４7－07８１

声に出して読みたい日本語part 2
◆日　　時／１2月６日(水）午前１０時
� ～午前１１時３０分
◆場　　所／虹のプラザ２階「小会議室１」
◆内　　容／
　�ベストセラー「声に出して読みたい日本語」
に紹介されている文学作品の一部を一緒に読
んでみませんか。今回の読書会では、気軽に
音読しながら、宮沢賢治の童話や川端康成の
小説の一部、高村光太郎の詩を味わいます。
◆申込方法／�前日まで下記にお申し込みくださ

い。
■大石田町立図書館　☎３５－３８77

第３回読書会

「決算のしかた」説明動画の掲載
について

村山税務署からのお知らせ

村山労働基準監督署からお知らせ
　働き方改革関連法により、令和２年より時間
外・休日労働に対する上限規制が施行されてお
りますが、令和６年４月１日からは、今まで上
限規制の適用が猶予・除外されていた建設事業
については、時間外労働と休日労働の合計が月
１００時間未満、時間外労働が年７2０時間以内とな
り、自動車運転の業務については、時間外労働
の上限が年９6０時間となります。村山労働基準
監督署では、随時皆様からのご相談を承ってお
ります。詳細については、お気軽にお問い合わ
せください。

■村山労働基準監督署　☎0２３7－５５－２８１５
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　町の将来を担う青少年たちの作った標語やエッ
セイにふれたり、学習成果発表を聞いてみませ
んか？発表を通して、子どもたちの健やかな成
長を見届けてください。入場無料です。
◆日　時／１2月１6日(土）午前１０時開会
◆会　場／虹のプラザ「なないろホール」
◆内　容／
　①アトラクション…�大石田中１年生による総

合的な学習成果発表
　②大石田子どもサミット報告
　③いじめ・非行をなくそう標語優秀作品表彰
　④「ありがとう！家族の絆キャンペーン」
　　エッセイ優秀作品表彰・発表
■教育文化課　生涯学習グループ（虹のプラザ内）
　☎３５－２１１１（内線6１0）、３５－２09４

大石田町青少年健全育成町民集会のお知らせ



★福祉用具専門員がご本人様に合った福祉用具を一緒に選び、調整してくれます。

福祉用具専門員とは？
⇒�日常生活で福祉用具を使用する人に対して、選び方と使い方を説明するなどのアドバイスを行う
専門職のこと。

福祉用具貸与（レンタル）

貸与（レンタル）されやすい福祉用具には
こんなものがあります。

福祉用具購入

車いす、介護用ベッド、四点杖、ベッド柵、手すり、歩行器、
床ずれ防止用具（エアマット、耐圧分散マット）など

ポータブルトイレ、入
浴補助具（シャワー
チェアなど）　など

※定期的に福祉用具専門員による点検をします。

福祉用具にはこんなものがあります…福祉用具にはこんなものがあります…

＊�歩く時ふらついて怖い…。安心して歩き
たい。
＊布団からの起き上がりが難しくなった。�
＊�椅子から立ち上がる時、手すりがあれば
楽なのに…。

＊足が痛くて歩けない。車いすがあれば。
＊床ずれができて痛い…。
＊玄関の段差があり車いすで入れない。

暮らしの中でこんなことありませんか？

こんな時には福祉用具を利用して自立した生活を過ごしましょう。

こんにちは☆地域包括支援センターです！
介護の相談をお受けいたします介護の相談をお受けいたします

不安な介護を安心な介護に変えましょう不安な介護を安心な介護に変えましょう

まずは介護保険の申請をしましょう。
ご希望の方は地域包括支援センターにご相談ください。

大石田町地域包括支援センター
場所：特別養護老人ホーム「仁風荘」内

営業日：月曜日～土曜日　営業時間：８：３０～１７：３０
＊１2／３１～１／３は休業日です。　

☎３６－１５２０

レンタル可能な福祉用具
手すり 歩行器 歩行補助杖

車いす・付属品 介護用ベッド・付属品 床ずれ防止用具
介護保険を使えば、用具費用の
１～３割の自己負担額を支払う
ことで利用できます。（ただし、
上限はあります。）


